
事業計画（茨城県潮来市） 

 

１．液状化対策 

① 地区名：日の出地区、潮来・辻地区、延方・大洲地区、徳島地区、十番地区、 

小泉地区 

 

② 東日本大震災復興交付金を活用して、平成 23年度から地質調査等により公共施設

と宅地との一体的な液状化対策について調査・検討を開始した。 

日の出地区においては、液状化対策について、平成 25年４月に住民合意が整い、

事業を着手した。 

潮来・津知地区ほか４地区においては，平成 24年度から調査・検討を開始し、現

在、液状化対策検討委員会で継続して調査・検討を進めている。 

 

③ 平成 25年度における成果 

   日の出地区においては、幹線道路をはじめとする液状化対策工事が進んでいる。

潮来・辻ほか４地区においても、液状化対策検討委員会による調査・検討が進んで

いる。 

 

④ 平成 26年度の成果目標 

日の出地区においては、幹線道路及び街路の液状化対策工事を工程どおり進める。

潮来・辻ほか４地区においても、液状化対策検討委員会による調査・検討を進める。 
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復興施策の工程表（茨城県潮来市）
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以降

     

 

日の出地区 

潮来・辻地区他4地区 

地質調査等により公共施設と宅地との一

体的な液状化対策について調査・検討・対

策工法を決定，地権者の同意を取得する。 

事業着手 

地質調査等により公共施設と宅地との一体的な液状

化対策について調査・検討 調査結果に基づき対策実

施の有無を判断する。 

対策が必要と判断した場合は、今後、液状化

対策について住民合意等が整った地区につ

いて、事業に着手する。 

（その他の災害廃棄物等の

仮置場への搬入） 

（中間処理・最終処分） 


	
	潮来市


